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１【ファンドの運用状況】

以下の運用状況は2024年 1月31日現在のものです。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

【結い　２１０１】

（１）【投資状況】
  

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 27,752,232,450 57.12

債券 日本 968,597,800 1.99

現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 19,862,555,699 40.88

合計(純資産総額) 48,583,385,949 100.00
 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】
  

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

第5計算期間末日 (2014年 7月22日) 10,174 10,174 1.4561 1.4561

第6計算期間末日 (2015年 7月21日) 18,431 18,431 1.6821 1.6821

第7計算期間末日 (2016年 7月19日) 23,892 23,892 1.5522 1.5522

第8計算期間末日 (2017年 7月19日) 28,571 28,571 1.7684 1.7684

第9計算期間末日 (2018年 7月19日) 37,164 37,164 1.9368 1.9368

第10計算期間末日 (2019年 7月19日) 38,359 38,359 1.8292 1.8292

第11計算期間末日 (2020年 7月20日) 42,055 42,055 1.9091 1.9091

第12計算期間末日 (2021年 7月19日) 48,576 48,576 2.1123 2.1123

第13計算期間末日 (2022年 7月19日) 47,295 47,295 1.9749 1.9749

第14計算期間末日 (2023年 7月19日) 49,316 49,316 2.1126 2.1126

2023年 1月末日 48,691 ― 2.0683 ―

　　　 2月末日 48,649 ― 2.0591 ―

　　　 3月末日 48,646 ― 2.0796 ―

　　　 4月末日 48,874 ― 2.0996 ―

　　　 5月末日 48,009 ― 2.0584 ―

　　　 6月末日 49,290 ― 2.1169 ―

　　　 7月末日 49,526 ― 2.1241 ―

　　　 8月末日 49,620 ― 2.1217 ―

　　　 9月末日 48,996 ― 2.0930 ―

　　　10月末日 48,187 ― 2.0326 ―

　　　11月末日 48,714 ― 2.0617 ―

　　　12月末日 48,070 ― 2.0619 ―

2024年 1月末日 48,583 ― 2.1085 ―
 

②【分配の推移】
  

期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
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第5計算期間 2013年 7月20日～2014年 7月22日 0.0000

第6計算期間 2014年 7月23日～2015年 7月21日 0.0000

第7計算期間 2015年 7月22日～2016年 7月19日 0.0000

第8計算期間 2016年 7月20日～2017年 7月19日 0.0000

第9計算期間 2017年 7月20日～2018年 7月19日 0.0000

第10計算期間 2018年 7月20日～2019年 7月19日 0.0000

第11計算期間 2019年 7月20日～2020年 7月20日 0.0000

第12計算期間 2020年 7月21日～2021年 7月19日 0.0000

第13計算期間 2021年 7月20日～2022年 7月19日 0.0000

第14計算期間 2022年 7月20日～2023年 7月19日 0.0000

第15中間計算期間 2023年 7月20日～2024年 1月19日 ―
 

③【収益率の推移】
  

期 計算期間 収益率（％）

第5計算期間 2013年 7月20日～2014年 7月22日 5.99

第6計算期間 2014年 7月23日～2015年 7月21日 15.52

第7計算期間 2015年 7月22日～2016年 7月19日 △7.72

第8計算期間 2016年 7月20日～2017年 7月19日 13.93

第9計算期間 2017年 7月20日～2018年 7月19日 9.52

第10計算期間 2018年 7月20日～2019年 7月19日 △5.56

第11計算期間 2019年 7月20日～2020年 7月20日 4.37

第12計算期間 2020年 7月21日～2021年 7月19日 10.64

第13計算期間 2021年 7月20日～2022年 7月19日 △6.50

第14計算期間 2022年 7月20日～2023年 7月19日 6.97

第15中間計算期間 2023年 7月20日～2024年 1月19日 △1.72
 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
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２【設定及び解約の実績】

【結い　２１０１】
  

期 計算期間
設定口数

（口）

解約口数

（口）

第5計算期間 2013年 7月20日～2014年 7月22日 4,013,484,246 515,296,891

第6計算期間 2014年 7月23日～2015年 7月21日 4,754,619,781 784,624,312

第7計算期間 2015年 7月22日～2016年 7月19日 5,595,920,890 1,160,978,454

第8計算期間 2016年 7月20日～2017年 7月19日 4,006,328,458 3,242,229,878

第9計算期間 2017年 7月20日～2018年 7月19日 5,110,591,350 2,078,745,600

第10計算期間 2018年 7月20日～2019年 7月19日 3,943,637,165 2,161,150,846

第11計算期間 2019年 7月20日～2020年 7月20日 3,215,056,321 2,156,507,820

第12計算期間 2020年 7月21日～2021年 7月19日 3,293,903,865 2,326,041,623

第13計算期間 2021年 7月20日～2022年 7月19日 2,663,816,780 1,712,308,857

第14計算期間 2022年 7月20日～2023年 7月19日 2,269,256,888 2,874,098,803

第15中間計算期間 2023年 7月20日～2024年 1月19日 1,415,061,198 1,632,824,679
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３【ファンドの経理状況】

 
（１）「結い 2101」の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

年大蔵省令第38号)ならびに、同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しています。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。

 
（２）「結い 2101」は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2023年 7月20

日から2024年 1月19日まで)の中間財務諸表については、イデア監査法人により中間監査を受けていま
す。
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【結い　２１０１】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

前計算期間末
2023年 7月19日現在

当中間計算期間末
2024年 1月19日現在

資産の部

流動資産

金銭信託 608,725 174,323

コール・ローン 21,214,000,000 20,835,000,000

株式 27,214,955,000 26,365,888,550

社債券 967,261,000 970,941,400

未収入金 28,173,696 34,640,736

未収配当金 67,932,200 91,349,630

未収利息 1,673,695 3,046,548

流動資産合計 49,494,604,316 48,301,041,187

資産合計 49,494,604,316 48,301,041,187

負債の部

流動負債

未払金 7,173,930 16,883,135

未払解約金 36,126,936 133,896,059

未払受託者報酬 4,032,295 4,010,279

未払委託者報酬 130,377,442 129,665,686

未払利息 58,120 57,082

その他未払費用 475,000 475,000

流動負債合計 178,243,723 284,987,241

負債合計 178,243,723 284,987,241

純資産の部

元本等

元本 23,343,735,075 23,125,971,594

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 25,972,625,518 24,890,082,352

（分配準備積立金） 7,571,212,332 7,062,294,857

元本等合計 49,316,360,593 48,016,053,946

純資産合計 49,316,360,593 48,016,053,946

負債純資産合計 49,494,604,316 48,301,041,187
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

前中間計算期間
自　2022年 7月20日
至　2023年 1月19日

当中間計算期間
自　2023年 7月20日
至　2024年 1月19日

営業収益

受取配当金 211,583,410 257,113,780

受取利息 5,996,267 4,892,856

有価証券売買等損益 1,457,338,425 △842,266,023

その他収益 6,245 8,136

営業収益合計 1,674,924,347 △580,251,251

営業費用

支払利息 11,012,081 10,263,294

受託者報酬 8,021,726 8,087,421

委託者報酬 259,369,166 261,493,323

その他費用 475,000 985,821

営業費用合計 278,877,973 280,829,859

営業利益又は営業損失（△） 1,396,046,374 △861,081,110

経常利益又は経常損失（△） 1,396,046,374 △861,081,110

中間純利益又は中間純損失（△） 1,396,046,374 △861,081,110

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

81,825,495 △75,747,692

期首剰余金又は期首欠損金（△） 23,347,246,428 25,972,625,518

剰余金増加額又は欠損金減少額 1,141,936,952 1,517,113,816

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

1,141,936,952 1,517,113,816

剰余金減少額又は欠損金増加額 1,438,162,249 1,814,323,564

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

1,438,162,249 1,814,323,564

分配金 - -

中間剰余金又は中間欠損金（△） 24,365,242,010 24,890,082,352
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（３）【中間注記表】

◇重要な会計方針に係る事項に関する注記
  

項目
当中間計算期間

自 2023年 7月20日
至 2024年 1月19日

１.有価証券の評価基準および評価方法株式
移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しています。
(1)金融商品取引所等に上場している有価証券

当該有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相
場で評価しています。

(2)金融商品取引所等に上場していない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融商品取引業者等から提示された気
配相場で評価しています。

(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しています。

  
 社債券

個別法に基づき、原則として時価で評価しています。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気
配相場は使用しない)、価額情報会社の提供する価額または日本証券業協会発表の
売買参考統計値(平均値)で評価しています。
適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない
事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価
と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた
価額で評価しています。
　

２.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金の計上基準
受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額または予
想配当金額を計上しています。

(2)有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しています。

 

　
◇中間貸借対照表に関する注記
  

項目
前計算期間末

2023年 7月19日現在
当中間計算期間末
2024年 1月19日現在

 1.元本の推移   
 　期首元本額 23,948,576,990円 23,343,735,075円

 　期中追加設定元本額 2,269,256,888円 1,415,061,198円

 　期中一部解約元本額 2,874,098,803円 1,632,824,679円

 2.計算期間末日における受益権の総数 23,343,735,075口 23,125,971,594口

 3.計算期間末日における1口当たり純資産額 2.1126円 2.0763円

 　(1万口当たり純資産額) (21,126円) (20,763円)

 4.元本の欠損 該当事項はありません。 該当事項はありません。
 

 
◇中間損益及び剰余金計算書に関する注記
  

前中間計算期間
自 2022年 7月20日
至 2023年 1月19日

当中間計算期間
自 2023年 7月20日
至 2024年 1月19日

 該当事項はありません。　   該当事項はありません。　  
   

　
◇金融商品に関する注記
1.金融商品の時価等に関する事項
  

　　　　　　　　項目
前計算期間末

2023年 7月19日現在
当中間計算期間末
2024年 1月19日現在

１.貸借対照表計上額、時価およびその
差額

金融商品はすべて時価で計上されている
ため、貸借対照表計上額と時価との差額
はありません。

同左

２.時価の算定方法 a.有価証券 a.有価証券
 (重要な会計方針に係る事項に関する

注記)に記載しています。
同左

 b.コール・ローン等の金銭債権および金
銭債務

b.コール・ローン等の金銭債権および金
銭債務

 これらは短期間で決済されるため、時
価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としています。

同左
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３.金融商品の時価等に関する事項につ
いての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。

同左

 

　
◇デリバティブ取引等関係
  

前計算期間末
2023年 7月19日現在

当中間計算期間末
2024年 1月19日現在

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

（2024年1月末現在）
資本金の額 100,000千円
会社が発行する株式総数 69,000株
発行済株式総数 56,550株

最近５年間における資本金の額の増減：
2020年 3月25日 資本金 100,000千円に減資

 

（２）【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定をおこなうとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託の運用指
図（投資運用業）および受益権の直接募集業務をおこないます。
 
2024年1月末現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託1本、純資産額は
48,583百万円です。

（３）【その他】

(1)訴訟事件その他の重要事項
委託会社および「結い 2101」に重要な影響を与えた事実または与えると予想される事実は、ありませ
ん。
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５【委託会社等の経理状況】

（１）委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59
号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府
令第52号)により作成しています。

 
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1977年大蔵
省令第38号）ならびに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（2007年8月6日内閣府令第52号）により作成しています。

 
（２）財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。
 
（３）委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期事業年度（2022年4月1日から2023

年3月31日まで）の財務諸表について、イデア監査法人の監査を受けています。
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期事業年度に係る中間会計期間
（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の中間財務諸表について、イデア監査法人の中間監査を受けて
います。

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)
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前事業年度

（令和4年3月31日)
当事業年度

(令和5年3月31日)

資産の部    

流動資産    

現金・預金  344,667 351,879

直販顧客分別金信託 ※2 499,000 510,000

未収委託者報酬  94,760 100,517

その他  3,480 5,648

流動資産合計  941,908 968,045

固定資産    

有形固定資産 ※1   

建物  16,109 14,609

構築物  1,734 1,533

器具備品  4,597 2,887

有形固定資産合計  22,441 19,029

無形固定資産    

ソフトウェア  32,070 31,240

ソフトウェア仮勘定  3,064 -

無形固定資産合計  35,134 31,240

投資その他の資産    

関係会社出資金  3,749 15,481

敷金  5,808 5,808

長期前払費用  2,024 1,058

繰延税金資産  20,594 14,499

その他  10 10

投資その他の資産合計  32,186 36,858

固定資産合計  89,763 87,128

資産合計  1,031,671 1,055,174

負債の部    

流動負債    

短期借入金 ※2 279,000 260,000

一年内償還予定の社債  - 250,000

預り金  17,354 17,542

顧客預り金  16,705 7,172

未払金  10,194 7,273

未払費用  21,440 14,592

未払法人税等  580 580

未払消費税等  11,157 7,044

契約負債  12,251 31,493

流動負債合計  368,683 595,699

固定負債

社債
 

 

250,000

 

-

固定負債合計  250,000 -

負債合計  618,683 595,699

純資産の部    

株主資本    

資本金  100,000 100,000

資本剰余金    

　資本準備金  465,500 465,500

　資本剰余金合計  465,500 465,500
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利益剰余金    

　その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  △152,512 △106,025

利益剰余金合計  △152,512 △106,025

株主資本合計  412,987 459,474

純資産合計  412,987 459,474

負債・純資産合計  1,031,671 1,055,174

 
 

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

  
前事業年度

（自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日）

当事業年度
（自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日）

営業収益    

委託者報酬  466,745 462,446

投資事業組合管理収入  14,900 19,305

営業収益合計  481,646 481,752

営業費用    

支払手数料  71,687 70,116

広告宣伝費  9,110 10,830

委託計算費  31,700 33,694

営業雑経費  13,472 13,602

通信費  5,365 4,109

印刷費  2,794 2,608

協会費  1,789 1,917

その他  3,522 4,966

営業費用合計  125,971 128,242

一般管理費    

給料  167,408 188,734

役員報酬  39,799 43,150

給料手当  115,228 140,483

賞与  12,380 5,101

旅費交通費  1,920 2,015

租税公課  520 443

不動産賃借料  8,712 8,712

固定資産減価償却費  15,443 15,859

消耗品費  2,075 3,696

法定福利費  24,240 25,913

支払報酬  2,286 3,311

支払手数料  27,079 23,304

その他  16,817 23,953

一般管理費合計  266,503 295,945

営業利益  89,171 57,563

営業外収益    

受取利息  8 9

講演料収入  969 527

著作権使用料  78 71

補助金収入  1,649 -

雑収入  108 9

営業外収益合計  2,813 617

営業外費用    

社債利息  3,299 3,300
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支払利息  1,444 1,368

投資事業組合運用損  227 239

雑損失  121 109

営業外費用合計  5,092 5,019

経常利益  86,892 53,161

特別損失    

固定資産除却損 ※1 12 -

特別損失合計  12 -

税引前当期純利益  86,879 53,161

法人税、住民税および事業税  580 580

法人税等調整額  36,035 6,094

法人税等合計  36,615 6,674

当期純利益  50,264 46,487

 

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　令和3年4月1日　至　令和4年3月31日）

（単位：千円）
 株主資本

純資産
合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当期首残高 100,000 465,500 465,500 △202,776 △202,776 362,723 362,723
当期変動額        

当期純利益    50,264 50,264 50,264 50,264
当期変動額合計 - - - 50,264 50,264 50,264 50,264
当期末残高 100,000 465,500 465,500 △152,512 △152,512 412,987 412,987
 
当事業年度（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）

（単位：千円）
 株主資本

純資産
合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金
当期首残高 100,000 465,500 465,500 △152,512 △152,512 412,987 412,987
当期変動額        
当期純利益    46,487 46,487 46,487 46,487

当期変動額合計 - - - 46,487 46,487 46,487 46,487
当期末残高 100,000 465,500 465,500 △106,025 △106,025 459,474 459,474

注記事項
（重要な会計方針）
1．有価証券の評価基準および

評価方法
関係会社出資金
　投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第2条第2項に
より有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定さ
れる決算報告書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法に
よっています。
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2．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しています。
ただし、建物（附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降
取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採
用しています。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物　　　10～24年
構築物　　10～15年
器具備品　 3～20年

 
(2)無形固定資産

定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利
用可能期間（5年）に基づき償却しています。

 
3．収益および費用の計上基準 委託者報酬

委託者報酬は当社が運用する投資信託に係る信託報酬で、ファ
ンドの日々の純資産総額に一定率を乗じて算出された報酬金額
を、役務を提供し、かつ当該金額が明らかになったときに計上
します。
 
投資事業組合管理収入
投資事業組合管理収入には、投資事業管理報酬が含まれてお
り、一定の期間にわたる履行義務を充足した時点で収益を認識
しています。
 

 
（重要な会計上の見積り）
繰延税金資産の回収可能性について
１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

  （単位：千円）
 前事業年度

（令和4年3月31日）
当事業年度

（令和5年3月31日）
繰延税金資産 20,594 14,499

 
２．会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

当社は、事業計画を基礎に見積った将来の課税所得に基づき、回収可能額について繰延税金資産を
計上しています。
当社は、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金に対して、予定される繰延税金負債の取崩、予
測される将来の課税所得およびタックス・プランニングを考慮し、繰延税金資産を認識しています。
特に、当社は、過年度に生じた税務上の繰越欠損金を有しており、予測される将来の課税所得の見積
りに基づき、税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産14,177千円を計上しています。
将来の課税所得の見積りは、当社の事業計画を基礎としており、そこでの重要な仮定は、主に将来収
益および営業利益見込みです。当社では、令和5年度以降も緩やかに需要は回復していくものと仮定し
ており、事業計画に当該影響を織り込み、将来の課税所得を見積っています。
これらの見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となっ
た場合、翌事業年度以降の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があ
ります。

 
（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日。以下

「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第27-　2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将
来にわたって適用することとしました。なお、これによる財務諸表への影響はありません。
 

 
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額

 前事業年度

（令和4年3月31日）

当事業年度

（令和5年3月31日）

建物
構築物
器具備品

　　　13,355千円
　　　 858千円

　11,910千円

　　　14,856千円
　　　 1,059千円

　13,880千円
   

※2担保提供資産および担保付債務
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直販顧客分別金信託に充当する借入のために、定期購入による収納金の債権譲渡担保差入証書

等を差し入れています。これに対応する収納金債権総額は287,380千円です。

担保付債務は、次のとおりです。

   

 前事業年度

（令和4年3月31日）

当事業年度

（令和5年3月31日）

短期借入金 279,000千円 260,000千円
 
（損益計算書関係）
※1固定資産除却損の内容

 前事業年度

（自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日）

当事業年度

（自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日）

器具備品 12千円　
 

－
 

 

（株主資本等変動計算書関係）
 

前事業年度（自　令和3年4月1日　 至　令和4年3月31日）

 
(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項　

株式の種類
事業年度期首

株式数
事業年度
増加株式数

事業年度
減少株式数

事業年度末
株式数

普通株式 56,550株 －株 －株 56,550株
 

(2) 自己株式に関する事項　　　　　　該当事項はありません。
 

(3) 新株予約権等に関する事項　　　　該当事項はありません。
 
(4) 配当に関する事項　　　　　　　　該当事項はありません。

 
当事業年度（自　令和4年4月1日　 至　令和5年3月31日）

 
(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項　

株式の種類
事業年度期首

株式数
事業年度
増加株式数

事業年度
減少株式数

事業年度末
株式数

普通株式 56,550株 －株 －株 56,550株
 
(2) 自己株式に関する事項　　　　　　該当事項はありません。
 
(3) 新株予約権等に関する事項　　　　該当事項はありません。
 
(4) 配当に関する事項　　　　　　　　該当事項はありません。

 
 
（リース取引関係）

前事業年度

（自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日）

当事業年度

（自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日）

該当事項はありません。 同左

 
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については安全性の高い金融商品で運用し、また、デリバティブは利用しておらず、投
機的な取引は行いません。なお、資金は、必要に応じて増資、社債発行や銀行借入により調達する方針で
す。

 
(2)金融商品の内容および当該金融商品に係るリスク

営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産より受け入れる委託者報酬のうち、
信託財産に未払委託者報酬として計上された金額であり、信託財産は受託銀行において分別管理されている
ことから、当社の債権としてのリスクは認識していません。

社債は、直販顧客分別金信託、および運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、支払期日や
償還期日に支払いや償還を実行できなくなるリスクとしての流動性リスクがあると認識しています。

短期借入金は、直販顧客分別金信託に充当することを目的としたものであり、支払期日は1ヶ月以内で
す。

未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は、1年以内の支払期日です。
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未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は、流動性リスクがあると認識しています。
 
(3)金融商品に係るリスク管理体制

・信用リスクの管理
預金の預入先の信用リスクについては、預入先の格付け等のモニタリングにより管理しています。

・流動性リスクの管理
当社の資金繰計画の管理により、流動性リスクに対応しています。
 

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。
 
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。

 
前事業年度（令和4年3月31日）
 貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）
(1)社債 250,000 249,191 △808
負債計 250,000 249,191 △808

（※１）現金は注記を省略しており、預金、直販顧客分別金信託、未収委託者報酬、短期借入金、未払
金、未払費用、未払法人税等および未払消費税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似することから、注記を省略しています。

（※２）関係会社出資金の貸借対照表計上額
 （単位：千円）
区分 前事業年度

（令和4年3月31日）
関係会社出資金（*1） 3,749
（*1）関係会社出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第31号令和元年7月4日）」第27項に基づき、時価開示の対象としていません。

 
当事業年度（令和5年3月31日）
 貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）
(1)社債 250,000 250,100 100
負債計 250,000 250,100 100

（※１）現金は注記を省略しており、預金、直販顧客分別金信託、未収委託者報酬、短期借入金、未払
金、未払費用、未払法人税等および未払消費税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
似することから、注記を省略しています。

（※２）関係会社出資金の貸借対照表計上額
 （単位：千円）
区分 当事業年度

（令和5年3月31日）
関係会社出資金（*1） 15,481
（*1）関係会社出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用
指針第31号令和3年6月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象としていません。

 

（注）1.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（令和4年3月31日）　
    （単位：千円）
 1年以内 1年超

5年以内
5年超

10年以内
10年超

(1)現金・預金
(2)直販顧客分別金信託
(3)未収委託者報酬

344,667
499,000
94,760

－
－
－

－
－
－

－
－
－

合計 938,427 － － －
 

当事業年度（令和5年3月31日）
    （単位：千円）
 1年以内 1年超

5年以内
5年超

10年以内
10年超

(1)現金・預金
(2)直販顧客分別金信託
(3)未収委託者報酬

351,879
510,000
100,517

－
－
－

－
－
－

－
－
－

合計 962,397 － － －
 
（注）2.短期借入金および社債の決算日後の返済予定額

前事業年度（令和4年3月31日）
（単位：千円）

 1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

短期借入金 279,000 - - - -
社債 - 250,000 - - -
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合計 279,000 250,000 - - -
 

当事業年度（令和5年3月31日）
（単位：千円）

 1年以内 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

短期借入金 260,000 - - - -
社債 250,000 - - - -
合計 510,000 - - - -

 

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しています。
 
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
 
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
 

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
 

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度（令和4年3月31日）

(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
社債 － 249,191 － 249,191

負債計 － 249,191 － 249,191
 

当事業年度（令和5年3月31日）
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
社債 － 250,100 － 250,100

負債計 － 250,100 － 250,100
 

(注) 時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
社債

当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間および信用リスクを加味し
た利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。

 
（有価証券関係）

1． 子会社株式および関連会社株式
前事業年度（令和4年3月31日）
 （単位：千円）
 貸借対照表計上額
関係会社出資金 3,749

(注)　投資事業有限責任組合への出資金については、市場価格がないことから、時価を記載していませ
ん。

 
当事業年度（令和5年3月31日）
 （単位：千円）
 貸借対照表計上額
関係会社出資金 15,481

(注)　投資事業有限責任組合への出資金については、市場価格がないことから、時価を記載していませ
ん。

 
（デリバティブ取引関係）

前事業年度

（自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日）

当事業年度

（自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日）

該当事項はありません。

 
同左

 
（退職給付関係）
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前事業年度

（自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日）

当事業年度

（自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日）

該当事項はありません。

 
同左

 
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳　　

 前事業年度

（令和4年3月31日）

当事業年度

（令和5年3月31日）

繰延税金資産　 　　 　　

　税務上の繰越欠損金(*2) 45,852千円 21,403千円

　その他 169千円 322千円

繰延税金資産小計 46,022千円 21,725千円

　税務上の繰越欠損金に係る

評価性引当額(*2)

 

△25,428千円

 

△7,225千円

　将来減算一時差異等の合計に係る

評価性引当額

 

－千円

 

－千円

　評価性引当額小計(*1) △25,428千円 △7,225千円

繰延税金資産合計 20,594千円 14,499千円

繰延税金負債合計 －千円 －千円

繰延税金資産（純額） 20,594千円 14,499千円

 
(*1)評価性引当額が18,202千円減少しています。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引

当額が18,202千円減少したことにともなうものです。

 
(*2)税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度(令和4年3月31日)

（単位：千円）

項目名 1年以内 1年超

2年以内

2年超

3年以内

3年超

4年以内

4年超

5年以内

合計

 
税務上の繰越

欠損金(a)

24,449 16,183 5,219 - - 45,852

評価性引当額 16,091 9,337 - - - 25,428

繰延税金資産 8,358 6,846 5,219 - - (b)20,424

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。

(b)税務上の繰越欠損金が生じた要因、中長期計画、過去における中長期計画の達成状況、過去および当期

の課税所得または税務上の繰越欠損金の推移等を勘案して、将来において一時差異等加減算前課税所得が

安定的に生じることが見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の一部を回収可能と判断しています。

当事業年度(令和5年3月31日)

（単位：千円）

項目名 1年以内 1年超

2年以内

2年超

3年以内

3年超

4年以内

4年超

5年以内

合計

 
税務上の繰越

欠損金(a)

16,183 5,219 - - - 21,403

評価性引当額 7,225 - - - - 7,225

繰延税金資産 8,958 5,219 - - - (b)14,177

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。

(b)税務上の繰越欠損金が生じた要因、中長期計画、過去における中長期計画の達成状況、過去および当期

の課税所得または税務上の繰越欠損金の推移等を勘案して、将来において一時差異等加減算前課税所得が

安定的に生じることが見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の一部を回収可能と判断しています。

 
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度

（自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日）

当事業年度

（自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日）
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法定実効税率 33.84％

（調整）  
評価性引当額の増減額 5.56％

住民税均等割等 0.67％

その他 　　 2.07％

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 　　42.14％

 

  

法定実効税率 33.84％

（調整）  
評価性引当額の増減額 △34.24％

住民税均等割等 1.09％

繰越欠損金の期限切れ 　　11.86％

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 　　12.56％

  
 

 
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
 

（単位：千円）

 前事業年度

（自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日）

当事業年度

（自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日）

営業収益 481,646 481,752

うち委託者報酬 466,745 462,446
うち投資事業組合管理収入 14,900 19,305

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針　3.収益および費用の
計上基準」に記載のとおりです。
 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関す
る情報
　重要性が乏しいため記載を省略しています。
 

（セグメント情報等）
［セグメント情報］

前事業年度（自　令和3年4月1日　至　令和4年3月31日）および当事業年度（自　令和4年4月1日　至　令
和5年3月31日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
 

［関連情報］
前事業年度（自　令和3年4月1日　至　令和4年3月31日）および当事業年度（自　令和4年4月1日　至　令
和5年3月31日）

 
１．製品およびサービスごとの情報

当社のサービスは単一であるため、記載していません。
 

２．地域ごとの情報
(1)営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しています。
(2)有形固定資産

有形固定資産はすべて本邦に所在しています。
 
３．主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。
 
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

該当事項はありません。
 
［報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報］

該当事項はありません。
 
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

該当事項はありません。
 

（持分法損益等）
前事業年度（自　令和3年4月1日　至　令和4年3月31日）
　当社が有している関連会社は、利益基準および利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるた
め、記載を省略しています。

 
当事業年度（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）
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該当事項はありません。
 

（関連当事者情報）
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の子会社および関連会社等
前事業年度（自　令和3年4月1日　至　令和4年3月31日）

種類

会社等の
名称
または
氏名

所在地
資本金又は
出資金
(千円)

事業内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

財務諸表提
出会社の子
会社および
関連会社等

創発の莟
1号投資
事業有限
責任組合

京都市
中京区

1,320,000
(注4)

投資事業
所有

直接50％
(注2)

組合管理
手数料
の受取

投資事業組
合管理収入

14,900
契約
負債

12,251

(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていませんが、期末残高には消費税等が含まれて
います。

(注2)当社は、他社と共同で無限責任組合員として出資しています。
(注3)取引条件および取引条件等の決定方針等

組合契約に基づき決定しています。
(注4)出資金額は、コミットメント総額です。
 
当事業年度（自　令和4年4月1日　至　令和5年3月31日）

種類

会社等の
名称
または
氏名

所在地
資本金又は
出資金
(千円)

事業内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

財務諸表提
出会社の子
会社および
関連会社等

創発の莟
1号投資
事業有限
責任組合

鎌倉市
1,520,000
(注4)

投資事業
所有

直接100％
(注2)

組合管理
手数料
の受取

投資事業組
合管理収入

19,305
契約
負債

31,493

出資の引受
(注5)

12,000 － －

(注1)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていませんが、期末残高には消費税等が含まれて
います。

(注2)当社は、単独で無限責任組合員として出資しています。
(注3)取引条件および取引条件等の決定方針等

組合契約に基づき決定しています。
(注4)出資金額は、コミットメント総額です。
(注5)出資の引受は、追加出資をおこなったものです。
 

（１株当たり情報）
 前事業年度

（自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日）

当事業年度

（自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日）

１株当たり純資産額　 7,303円04銭 8,125円10銭

１株当たり当期純利益金額 888円84銭 822円05銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。
 
(注2)１株当たり当期純利益の算定上の基礎

 前事業年度

（自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日）

当事業年度

（自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日）

当期純利益 50,264千円 46,487千円

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円

普通株式に係る当期純利益 50,264千円 46,487千円

普通株式の期中平均株式数 56,550株 56,550株
 

（重要な後発事象）
（社債の発行）
当社は、令和5年3月22日開催の取締役会の決議に基づき、令和5年5月9日に第9回少人数私募無担保利付社債
の発行を決定し、以下の条件で発行しました。
その概要は次の通りです。

１　銘柄 第9回少人数私募無担保利付社債

２　発行総額 100百万円

３　発行年月日 令和5年5月18日

４　発行価額 額面どおり

５　利率 年1.5％

６　償還期日および償還方法 令和10年5月18日　期日一括償還

７　担保 なし
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８　資金使途 運転資金

 

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

  (単位:千円)

  
第16期中間会計期間
(2023年9月30日現在)

資産の部 　 　

流動資産 　　  

現金及び預金 　 381,434

直販顧客分別金信託 　 508,000

未収委託者報酬 　 104,958

その他  3,877

流動資産合計 　 998,270

固定資産 　  

有形固定資産 ※1  

建物  13,857

構築物  1,432

器具備品  2,556

有形固定資産合計 　 17,847

無形固定資産   

ソフトウェア  24,982

無形固定資産合計 　 24,982

投資その他の資産 　  

関係会社出資金  15,199

敷金 　 5,808

長期前払費用  770

繰延税金資産  10,621

その他  10

投資その他の資産合計 　 32,409

固定資産合計 　 75,240

資産合計 　 1,073,511

負債の部 　  

流動負債 　  

短期借入金 ※2 258,000

一年内償還予定の社債  150,000

預り金  45,566

顧客預り金 　 11,677

未払金 　 12,084

未払費用 　 9,912

未払法人税等  290

未払消費税等  8,974

契約負債  10,497

流動負債合計 　 507,003

固定負債   

社債  100,000

固定負債合計 　 100,000

負債合計 　 607,003

純資産の部 　  
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株主資本 　  

資本金 　 100,000

資本剰余金   

資本準備金  465,500

資本剰余金合計  465,500

利益剰余金 　  

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 　 △98,992

利益剰余金合計  △98,992

株主資本合計 　 466,507

純資産合計  466,507

負債・純資産合計  1,073,511

(2)中間損益計算書
  (単位:千円)

  
第16期中間会計期間

（自　2023年4月 1日
至　2023年9月30日）

営業収益 　 　

委託者報酬 　 238,513

投資事業組合管理収入  19,086

営業収益合計 　 257,600

営業費用  69,755

一般管理費 ※1 153,911

営業利益 　 33,934

営業外収益 ※2 187

営業外費用 ※3 2,627

経常利益 　 31,493

特別損失 ※4 20,291

税引前中間純利益 　 11,201

法人税、住民税および事業税 　 290

法人税等調整額  3,878

法人税等合計  4,168

中間純利益  7,033

(3)中間株主資本等変動計算書
第16期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）

（単位：千円）
 株主資本  

 
純資産
合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金  
 

株主資本
合計

 
資本
準備金

 
資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金

 
利益
剰余金
合計

繰越
利益剰余金

当期首残高 100,000 465,500 465,500 △106,025 △106,025 459,474 459,474
当中間期変動額        
中間純利益    7,033 7,033 7,033 7,033
当中間期変動額合計 - - - 7,033 7,033 7,033 7,033
当中間期末残高 100,000 465,500 465,500 △98,992 △98,992 466,507 466,507

 
 
注記事項
（重要な会計方針）

項目
第16期中間会計期間

（自　2023年4月 1日
至　2023年9月30日）
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1.有価証券の評価基準および評価方法 関係会社出資金
　投資事業有限責任組合への出資（金融商品取
引法第2条第2項により有価証券とみなされるも
の）については、組合契約に規定される決算報
告書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む
方法によっています。

2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しています。
ただし、建物（附属設備を除く）ならびに
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備
および構築物については定額法を採用して
います。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　　建物　　　10～24年
　　構築物　　10～15年
　　器具備品　 3～20年

 
(2)無形固定資産

定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウェアについて
は、社内における利用可能期間（5年）に基
づき償却しています。

3.収益および費用の計上基準 委託者報酬
委託者報酬は当社が運用する投資信託に係る

信託報酬で、ファンドの日々の純資産総額に一
定率を乗じて算出された報酬金額を、役務を提
供し、かつ当該金額が明らかになったときに計
上します。
 
投資事業組合管理収入
投資事業組合管理収入には、投資事業組合管

理報酬が含まれており、一定の期間にわたる履
行義務を充足した時点で収益を認識していま
す。

（中間貸借対照表関係）
第16期中間会計期間

（2023年9月30日現在）

※1有形固定資産の減価償却累計額　31,309千円
 
※2担保提供資産および担保付債務

直販顧客分別金信託に充当する借入のために、定期購入による収納金の債権譲渡担保差入証
書を差し入れており、これに対応する収納金債権総額は285,187千円です。
担保付債務は、次のとおりです。
短期借入金　　　258,000千円

 
 
（中間損益計算書関係）

第16期中間会計期間
（自　2023年4月 1日

至　2023年9月30日）
※1　減価償却実施額

有形固定資産　　 　1,514千円

無形固定資産　　 　6,257千円

 
※2　営業外収益のうち主なもの

講演料　　　　　　　 168千円
 
※3　営業外費用のうち主なもの

社債利息　　　　　 1,668千円

支払利息　　　　　　 643千円

 
※4　特別損失のうち主なもの

役員退職慰労金　　20,291千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第16期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）

(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首

株式数
当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計期間末
株式数

普通株式 56,550株 －株 －株 56,550株
 

　(2) 自己株式に関する事項　　　　　　該当事項はありません。
 
　(3) 新株予約権等に関する事項　　　　該当事項はありません。

 
(4) 配当に関する事項　　　　　　　　該当事項はありません。

（リース取引関係）
第16期中間会計期間

（自　2023年4月 1日
至　2023年9月30日）

該当事項はありません。
 

 
（金融商品関係）
第16期中間会計期間（2023年9月30日現在）
1.金融商品の時価等に関する事項
　2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。な
お、組合出資金は次表に含めていません（（注）1.を参照ください）。
また、現金は注記を省略しており、預金、直販顧客分別金信託、未収委託者報酬、短期借入金、未払金、未

払費用、未払法人税等および未払消費税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、
注記を省略しています。

 中間貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

社債 250,000 249,631 △369
負債計 250,000 249,631 △369

 
（注）1.関係会社出資金の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれていま

せん。
 (単位：千円)

区分 第16期中間会計期間
(2023年9月30日現在)

関係会社出資金(*１) 15,199
(*１)関係会社出資金については、時価算定会計基準適用指針第24-16項に基づき、時価
開示の対象としていません。

 
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しています。
 
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。

 
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。
 

(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
社債 － 249,631 － 249,631

負債計 － 249,631 － 249,631
 
(注) 時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明

社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間および信用リスクを加味した
利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。

（有価証券関係）
1．子会社株式および関連会社株式　

（単位：千円）
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第16期中間会計期間
（2023年9月30日現在）

 中間貸借対照表計上額
関係会社出資金 15,199

　(注)　投資事業有限責任組合への出資金については、市場価格がないことから、時価を記載していません。
 
（デリバティブ取引関係）

第16期中間会計期間
（自　2023年4月 1日

至　2023年9月30日）
該当事項はありません。

 
 
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

第16期中間会計期間
（自　2023年4月 1日

至　2023年9月30日）
営業収益 257,600

うち委託者報酬 238,513
うち投資事業組合管理収入 19,086

 
（セグメント情報等）
第16期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
［セグメント情報］
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
 

［関連情報］
１．製品およびサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービス
ごとの営業収益の記載を省略しています。

２．地域ごとの情報
　(1)営業収益
　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した額が中間損益計算書の営業収益の90％超であるため、記載を省

略しています。
　(2)有形固定資産
　　有形固定資産はすべて本邦に所在しています。
３．主要な顧客ごとの情報
記載すべき重要な事項はありません。なお、外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上
を占める相手先はありません。

 
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
　該当事項はありません。

 
［報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報］
　該当事項はありません。

 
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
　該当事項はありません。

（１株当たり情報）
第16期中間会計期間

（自　2023年4月 1日
至　2023年9月30日）

1株当たり純資産額 8,249円47銭

1株当たり中間純利益金額 124円37銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため、

記載していません。

 
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
中間純利益 7,033 千円
普通株主に帰属しない金額 － 千円
普通株式に係る中間純利益 7,033 千円
普通株式の期中平均株式数 56,550 株　
  

 
（重要な後発事象）
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第16期中間会計期間
（自　2023年4月 1日

至　2023年9月30日）
該当事項はありません。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

令和5年6月5日

鎌倉投信株式会社
取締役会　御中

 
イデア監査法人

　東京都中央区
 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 立 野　晴 朗　　

 
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている鎌倉投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第15期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、鎌倉投

信株式会社の令和5年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当

監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は令和5年5月18日に第9回少人数私募無担保利付社債を発行した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
 

その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報

である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな

い。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として

の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証

拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
　　2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
2023年12月8日

鎌倉投信株式会社
取締役会　御中
 

 
イデア監査法人

　東京都中央区
 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 立 野　晴 朗　　

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている鎌倉投信株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第16期事業年度の中間会計期間
（2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、鎌倉投信株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年4月1日から
2023年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
　　2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

 
2024年3月29日

鎌倉投信株式会社
取締役会　御中
 

 
イデア監査法人

　東京都中央区
 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 立 野　晴 朗　　

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられている結い 2101の2023年7月20日から2024年1月19日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間

貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、結い 2101の2024年1月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年7月20

日から2024年1月19日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、鎌倉投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 
利害関係
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鎌倉投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　　上
 

(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
　　2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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